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市からのお知らせ

問 農林課農業振興班（☎72-0631）

06
info

湯沢市傾聴ボランティア養成講座湯沢市傾聴ボランティア養成講座

05
info

電気柵の設置を支援します電気柵の設置を支援します

受講生募集

期　日 時　間 場　所 講義テーマ（予定） 講　師

8月25日㈫

午後1時30分

～ 3時30分

市役所本庁舎

2階会議室

湯沢市における自殺対策

傾聴ボランティアの活動について

▷市保健師

▷�湯沢市傾聴ボランティア「つながる手の会」

代表　皆
みながわ

川 養
ようえつ

悦 氏

9月　9日㈬ 心の病気への理解とその対応
医療法人仁恵会佐藤病院　

院長　佐
さ

藤
とう

 宣
のぶ

夫
お

 氏

9月15日㈫ 聴き方のコツと話し方のコツ
前秋田大学大学院医学系研究科准教授　

佐
さ さ き

々木 久
ひさなが

長 氏

9月29日㈫ 相談現場の現状と相談のすすめ方
秋田県地域自殺対策推進センター 

自殺対策連携推進員　飯
い い づ か

塚 禮
れ い

子
こ

 氏

対象経費 対象品目 補助率 補助対象者（次のいずれも満たす）

電気柵の設置に必要な資材の購入

に要する経費（消費税を除く）
農作物全般

補助対象経費の

2分の1以内

①�市に住民登録がある方で、 市税などに未納

がないこと。

②�農作物を出荷または販売する農業者などで

あること。

　「傾聴」は、心に寄り添って聴くことで、話し手の心の

状態や考えの整理を促し、気持ちを落ち着かせる効果が

あります。

　この講座は、悩みがある人を家族や地域で支えるため

に、「傾聴の技術」や「自殺予防活動に関する基礎知識」

について学ぶ講座です。優しい地域づくりに役立つ講座

を受講してみませんか。

※�受講後の傾聴ボランティアへの活動登録は必須ではありません。

■対　象　　市内に住民登録のある方

■定　員　　30人（先着順）

※�参加希望多数の場合は、初めて受講される

方を優先します。

■申込方法　8月10日㈪までに下記に電話またはメー

ルにより①氏名 ②住所 ③連絡先（電話番

号）をお知らせください。

※�定員に達した場合は、締め切り前に申込受

付を終了します。

■日程と内容

■補助内容

問 健康対策課健康企画班（☎73－2124　 kenko-gr@city.yuzawa.lg.jp）

　近年、ツキノワグマやイノシシなどによる農作物の被害が増加

しています。

　市では、農作物および作業中の農業者への被害を未然に防ぎ、

農業者の農業経営の安定を図るため、電気柵の購入費用を一部助

成します。

※連坦地においては、状況に応じて複数の方による共同設置も認められます。

※申請方法、提出書類などの詳細は、市ホームページまたは下記へお問い合わせください。

市内在住の未就学児とそのご家族は、日曜日も「子育て支援総合センターすこやか（☎72-3501）」を利用できます。◇開所時間…午前８時30分～午後５時耳より情報


